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令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

  兵庫県では、自らの事務事業で生じる温室効果ガスの環境負荷低減を図るため、環境率

先行動計画を策定し、取組を推進している。 

  本事業は、さらなる省エネ化推進のため、県警察施設の照明設備をLED照明へ更新するも

のであり、今回、必要となる要件を満たす提案を広く募集し、提案内容や実施体制等を総

合的に判断して本事業に適した事業者を選定することを目的として、公募型プロポーザル

を実施する。 

 

２ プロポーザルの概要 

(1) 事業名 

令和８年度兵庫県警察施設照明LED化事業公募型プロポーザル 

(2) 業務内容 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業仕様書（以下「仕様書」という。）のとお 

  り 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和 19年９月 30日まで 

(4) 賃貸借期間 

物品設置完了後の令和９年 10月１日から令和 19年９月 30日まで 

 

３ 参加資格 

参加することができる者は、次に掲げる各号の全てを満たす者とする。 

(1) 法人格を有し、業務を適切に遂行できる能力を有すること。 

(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける必要

がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。 

(3) 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく入札参加資格

制限基準による入札参加の資格制限に該当する者 

イ 県の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者 

ウ 本プロポーザル手続き開始日から契約締結の日までの期間において、会社更生法（平

成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

エ 県が賦課徴収する県税、消費税又は地方消費税を滞納している者 

(4) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条

第３号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規

則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこ

と。 

(5) 令和３年４月以降に類似業務注を元請として履行した実績を有すること。 

注 類似業務とは、国又は地方公共団体が発注した施設のLED化事業をいう。 

(6) 本プロポーザル及びその後の契約について、不正又は不誠実な行為を行わないことを

誓約できること。 

 



2 

 

４ スケジュール 

実施内容 実施期間 

募集要項等の公表・配布 令和８年２月３日（火）から 

令和８年２月17日（火）まで 

募集要項等に関する質問受付 

（応募図書に関することも含む。） 

令和８年２月３日（火）から 

令和８年２月９日（月）まで 

募集要項等に関する質問に対する回答 令和８年２月17日（火） 

参加表明書等の提出期限 令和８年２月17日（火） 

参加表明書の資格審査結果通知 令和８年２月24日（火） 

応募図書の提出期限 令和８年３月16日（月） 

応募図書の審査 令和８年３月中旬（予定） 

審査結果の通知 令和８年３月下旬（予定） 

  施設別提案内訳書（様式第７号）及び見積総括表（様式第８号）は、申請のあった事業

者に募集要項の公表・配布期間中に限り、個別に電子メールにより配布する。希望者は、

事業者名及び担当者名を記載の上、12に記載の事務局まで電子メールにより申請するこ

と。その際件名は、「令和８年度兵庫県警察施設照明LED化事業様式第７号及び様式第８号

希望」と記載のこと。 

  一両日中に送信がない場合には、必ず事務局まで電話連絡すること。 

 

５ 参加手続き 

(1) 参加表明 

ア 提出書類（各１部） 

(ｱ) 参加表明書兼誓約書（様式第１号） 

(ｲ) 法人等概要書（様式第２号） 

   注 パンフレット等がある場合は添付すること。 

(ｳ) グループ構成表（様式第３号） 

(ｴ) 業務実績報告書（様式第４号） 

(ｵ) 直近決算における貸借対照表、損益計算書（１箇年分） 

(ｶ) 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し可）。ただし、兵庫県物品関係入札参

    加資格を有しない者は以下の書類を提出すること。 

ａ 商業登記簿謄本（登記（履歴又は現在）事項証明書）（写し可） 

  注 発行後３か月以内のもの 

ｂ 兵庫県税納税証明書（３）又は兵庫県税納税義務がない旨の申立書（様式任意） 

注１ 発行後３か月以内のもの（写し可） 

注２ 対象税目：兵庫県税（個人県民税及び地方消費税を除く。） 

ｃ 消費税納税証明書 その３（写し可） 

  注 発行後３か月以内のもの（写し可） 

(ｷ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない旨の誓約書 

注 前記(ｳ)を除き、代表者について提出すること。 

イ 提出期間 
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令和８年２月３日（火）から同月17日（火）まで（土・日曜日を除く。）の午前９時

   から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。) 

ウ 提出先 

12に記載の事務局まで 

エ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）（必着） 

(2) 募集要項等に関する質問の受付及び回答 

募集要項、仕様書及び企画提案書の提出に関する事項に限るものとし、次のとおりと

する。 

なお、評価及び審査に関する質問は受け付けない。 

ア 提出期限 

令和８年２月９日（月）午後５時まで（必着） 

イ 提出先 

12に記載の事務局まで 

ウ 提出書式 

募集要項等に関する質問書（様式第５号） 

エ 提出方法 

 12に記載の事務局までFAXにより行う。 

    オ 回答 

事務局において参加を認めた者に対してFAXにより行う。 

(3) 参加表明書の資格審査結果の通知 

参加表明書を提出した者に対して、参加資格の有無を審査し、令和８年２月24日（火）

までに電話で結果を通知する。 

 

６ 応募図書 

(1) 応募図書の種類 

ア 応募申込書（様式第６号） 

イ 企画提案書等 

ウ 見積書等 

(2) 応募図書の形式及び内容 

別添のとおり 

(3) 提出方法 

ア 提出期間 

参加表明者への資格審査結果通知受領後から令和８年３月16日（月）まで（土・日

曜日を除く。)の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

イ 提出先 

12に記載の事務局まで 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）  

なお、郵送の場合は、令和８年３月16日（月）午後５時必着とする。 

エ 辞退 
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    参加資格審査で参加を認められた者が、応募図書の提出を辞退する場合は、応募辞

退届（様式第 10号）を提出すること。 

 

７ 応募に要する費用 

応募に要する費用は、応募者の負担とする。 

 

８ 審査及び評価 

(1) 選定委員会の設置 

受託候補者の選考に当たっては、兵庫県警察施設照明 LED化事業に係る事業者選定 

委員会（以下「委員会」という。）において審査及び評価を行う。 

なお、本プロポーザルにおける応募者が、１者のみであっても審査及び評価を行う。 

(2) 審査について 

ア 選考方法 

委員会において、応募図書の内容点（100 点）で評価し、合計得点が最も高い者を

受託候補者とし、受託候補者及び次点者を選定する。 

イ  結果の通知 

審査の結果は、応募者全員に対し郵送で通知し、受託候補者は兵庫県警察ホームペ

ージで公表する。 

なお、評価結果の詳細は公開しない。 

(3) 評価項目等 

審査における評価項目、評価基準の概要及び配点は、次のとおりとする。 

なお、合計得点が 60点（配点の 60%）未満である場合は失格とする。 

【評価内容】  

評価項目 評価基準 配点 

業務実施体制 

ア 発注者の計画とおりに業務実行が可能な体制を構

築できているか。 

イ 類似業務における実績があるか。 

ウ 施設の業務や来庁者等への配慮がされた施工計画・

具体的な工程を明確にしたスケジュールが構築でき

ており、無理なく妥当なものであるか。 

エ 現地調査や工事中における安全管理がなされてい

るか。 

30点 

県内企業の活用 県内業者の活用に配慮しているか。 10点 

照明資材 

ア 規格・品質が信頼に足りる製品であるか。 

イ 保証期間は十分であるか。 

ウ 保証期間内の不点灯、不具合発生時に迅速な対応

(交換・修補)ができる体制の構築ができているか。 

25点 

省エネ効果 

ア 電気使用量の削減率が大きいか。 

イ 更なる省エネ効果が期待できる独自提案があるか

（調光制御、人感センサーなど）。 

10点 

見積額 
ア 提案内容に対して適正に見積もられているか。 

イ コスト縮減が図られているか。 
25点 

          計 100点 
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(4) プレゼンテーション 

令和８年３月中旬を予定しており、決まり次第通知する。 

ア プレゼンテーション時の説明に際しては、原則提出した応募図書のみを使用するこ

と。 

イ プレゼンテーション時の追加資料は受理しない。 

ウ プレゼンテーションの実施方法を含めた詳細は別途通知する。 

エ プレゼンテーションは原則対面で行うものとする。 

オ 参加者が多数の場合は、書類審査によりプレゼンテーションに参加する者を選定す

ることがある。 

カ 次のいずれかに該当した場合は失格とする。 

(ｱ) 理由なく遅刻、欠席した場合 

(ｲ) 選定の公平性を害する行為があったと県警察が認める場合 

(ｳ) その他、委員会又は県警察が不適格と認めた場合 

キ 記録作成のため、プレゼンテーションの内容を録音する場合がある。 

 

９ 契約に関する事項 

(1) 契約の締結 

前記８の(2)のアにより受託候補者とされた者と協議の上、契約を締結する。ただし、 

予算が確保できない場合等により、契約しない場合がある。 

なお、受託候補者が契約を締結する際は、契約金額（賃借料（月額）に消費税及び地   

  方消費税相当額を加算して得た額に契約期間 120箇月を乗じた額）の 100分の 10以上の  

額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間 

に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証 

券を契約保証金に代えて提出すること。 

なお、財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）に基づき免除する場合がある。 

また、契約の締結に当たっては、別途必要な書類の提出を求めるものとする。 

(2) 業務の仕様及び実施条件 

本業務の仕様については、仕様書に定めるほか、県警察と受託候補者が協議の上、定

めるものとする。 

なお、当該仕様については変更することがある。 

(3) 受託候補者は、当選後に前記３の各号のいずれかを満たさないこととなった場合に 

  は、速やかに契約担当者に知らさなければならない。 

(4) 契約担当者は、前項の申し出を受けた場合、当該受託候補者の当選を取消し、次点 

  者を新たな受託候補者とする。 

(5) 契約担当者は、受託候補者が関係法令に違反し、そのため契約の目的を達することが 

  できない又は契約することが適当でないと認められるときは、当該受託候補者の当選 

   を取消し、次点者を新たな受託候補者とすることができる。 

(6) 業務内容及び留意事項 

本業務の実施に当たっては、県警察と十分協議して進めるものとする。 

 

10 応募者の失格 
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応募者が次のいずれかに該当する場合には、提出された参加表明書、応募図書等を無効

とし、本プロポーザルの参加資格を失うものとする。  

(1)  提出期限を過ぎて提出された場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 前記３に示す応募資格要件を欠くことになった場合 

(5) その他本要項に違反するなど委員会又は県警察が不適格と認めた場合 

 

11 その他 

(1) 本プロポーザルにおいて使用する言語又は通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 応募者は１つの提案しか行うことはできない。 

また、提出した書類を変更することはできない。 

なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。 

(3) 参加表明書提出後は、応募者の構成員を変更することができない。ただし、契約担当 

  者が認めたときはこの限りではない。 

(4) 審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は一切認めない。 

(5) 提出された書類は、返却しない。 

(6) 提出書類の著作権は、提出者に帰属するものとし、提出者に無断で使用しないものと 

する。ただし、契約担当者はプロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲 

において、提出書類の複製記録及び保存を行い使用できるものとする。 

 

12 事務局 

兵庫県警察本部総務部会計課施設係 

〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

電話 078-341-7441(代表) 2285(内線)  

FAX 078-341-5169 
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別添 

 

 

応募図書の形式及び内容について 

 

１ 応募申込書 

様式第６号によること。 

 

２ 企画提案書等 

(1) 形式 

ア 原則として、Ａ４縦で作成し30ページ以内（表紙及び目次を除く。）とすること。た

だし、必要により、Ａ３判の用紙を挿入することも可とする。 

  なお、Ａ３判の用紙を用いた場合は、Ａ４判２ページ分として取り扱うものとする。 

イ 表紙及び目次を除くほか、通し番号を付すこと。 

(2) 言語等 

提案書に使用する言語は日本語とし、単位等の表示は、日本円、日本の標準時及び計量

  法（平成４年法律第51号）に定める単位に限る。 

(3) 企画提案書の内容 

仕様書（別添）を踏まえ作成すること。 

提案書には、次の内容を必ず記載すること。 

ア  提案の総括 

イ 事業効果 

(ｱ) LED化前と後の消費電力量 

(ｲ) 電力削減効果 

(ｳ) 従量電気料金（単価25円で算定し、基本料金等は勘案しない。） 

(ｴ) 経費削減効果の比較 

(ｵ) CO2削減効果は、様式第７号に記載の係数によること。 

ウ 使用する機器の提案 

機器の図や特性値等を用い、その特徴を具体的に記載すること。 

エ 物品保守に関する提案 

オ 工事中の対応（安全管理・工程管理）・品質管理・既存設備の廃棄計画 

    カ 県内事業者の活用策    

(4) 提出物 

ア 企画提案書 10部 

イ 施設別提案内訳書（様式第７号） 10部 

  背面黄色の行を全て記載すること。 

注 別途、電子データ（アはPDF形式、イはマイクロソフト社Excel形式）を募集要領 

         12の事務局のメールアドレスへ電子メールで提出すること。 

  ウ 工事施工予定業者等調書（様式第９号） 10部 

工事施工業者の選定に当たっては、地域経済の活性化や発展等に資することを踏ま

え、県内に本店を有する者を優先的に選定すること。 
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３ 見積書等 

(1) 形式 

見積総括表（様式第８号）によること。 

(2) 提出物 

見積総括表 10 部 

注 別途、様式第８号の電子データ（マイクロソフト社Excel形式）を募集要項12の事務

局のアドレスへ電子メールで提出すること。 

 

４ 応募図書の提出物一覧 

項目 形式・条件等 提出部数 

(1) 応募申込書 様式第６号 １部 

(2) 企画提案書等   

 ア 企画提案書 前記２の(1)から(3)まで参照 10部 

イ 施設別提案内訳書 様式第７号 10部 

ウ 工事施工予定業者等調書 様式第９号 10部 

(3) 見積総括表 様式第８号 10部 

  注 併せて前記(2)のアはPDF形式、(2)のイ及び(3)はマイクロソフト社Excel形式の電子

データを提出すること。 
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様式第１号 

                         年  月  日 

 

 

参加表明書兼誓約書 

 

 兵庫県警察本部長 様  

 

法 人 名  

所  在  地  

代表者職氏名  

＜担 当＞職・氏名  

     所  属  

＜連絡先＞電  話  

     F  A  X  

     E - m a i l  

 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業公募型プロポーザルについて、関

係書類を添え参加を表明します。 

なお、申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約

します。 

下記の事項の全てに該当しないことが判明したときは、提案参加資格の取消

しをされても何ら異議の申立てをしないことを誓約いたします。 

記 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業公募型プロポーザル募集要項の３

参加資格に関する事項 

【次の書類を添付すること】 

ア 兵庫県物品関係入札参加資格を有する者 

 □様式第２号・様式第３号・様式第４号 

 □物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し） 

 □直近決算における貸借対照表、損益計算書（１箇年分） 

 □誓約書 

イ 兵庫県物品関係入札参加資格を有しない者 

 □様式第２号・様式第３号・様式第４号 

 □直近決算における貸借対照表、損益計算書（１箇年分） 

 □商業登記簿謄本（登記（履歴又は現在）事項証明書）発行後３か月以内のもの 

 □兵庫県税納税証明書（３）（発行後３か月以内のもの）又は納税義務がない旨の申立

書 

 □消費税納税証明書 その３（発行後３か月以内のもの） 

 □誓約書 
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様式第２号   

法人等概要書 

注 枠内に収まらない場合は、枠を拡張するか、任意の様式（Ａ４サイズ）により別途、

提出してください。 

法人名 
 

代表者職・氏名 
 

所在地 
 

本件の

担当 

部署 

住所等  

担当者  

TEL/FAX  

E-mail  

資本金 
百万円 

売上高 
百万円 

 (令和 年 月決算)  

従業員数 従業員      名 

資格・登録等 

 

事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他特記事項 
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様式第３号 

年  月  日 

 

兵庫県警察本部長 様 

 

グループ構成表 

 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED 化事業募集要項に基づく選定の参加に関

しまして、以下の構成員で申請します。 

 

代

表

者 

所在地   

商号又は名称  

代表・役職氏名  

部署名   

担当・役職氏名   

連絡先 TEL: E-mail: 

業務役割   

構

成

員 

所在地   

商号又は名称  

代表・役職氏名  

部署名   

担当・役職氏名   

連絡先 TEL: E-mail: 

業務役割   

構

成

員 

所在地   

商号又は名称  

代表・役職氏名  

部署名   

担当・役職氏名   

連絡先 TEL: E-mail: 

業務役割   

 注１「構成員」欄が不足する場合は、適宜行を追加すること（複数枚となる場合は代表者

の割印を押印すること。）。 

 注２「業務役割」欄には、本事業でのグループにおけるそれぞれの役割を簡潔に記載す

ること。 

 

 

 

 

 

㊞ 

㊞ 

㊞ 
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様式第４号  

業務実績報告書 

契約期間 

〇年〇月～

〇年〇月 

発注者 業務名 
設置 

施設数 
業務の概要 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

注１ 類似業務の履行実績を記載すること。 

注２ 枠内に収まらない場合は、枠を拡張するか、任意の様式（Ａ４サイズ）により別途、

提出すること。 

注３ 本件募集要項３の(5)に規定する業務実績について、代表的な事案を最大５件まで記

載すること。 
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様式第５号 

年  月  日 

 

兵庫県警察本部長 様 

 

 

募集要項等に関する質問書 

 

 

法 人 名  

代表者職氏名  

＜担 当＞職・氏名  

     所  属  

＜連絡先＞電  話  

     E - m a i l  

 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業公募型プロポーザル募集要項等に

ついて、質問事項がありますので提出します。 

 

質問項目 

（募集要項・仕様書等の別、項目 等） 
内  容 
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様式第６号 

 

応募申込書 

 

 

令和 年 月 日 

 

兵庫県警察本部長 様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者                               

 

 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED化事業公募型プロポーザル募集要項の内

容を了解し、下記の応募図書を添えて応募します。 

 

記 

 

 

１ 企画提案書等    10部 

 

２ 施設別提案内訳書（様式第７号）  10部 

 

３ 見積総括表（様式第８号）  10部 
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様式第９号 

工事施工予定業者等調書 

 

１ 商号又は名称  

本店所在地  

（本店が県外の場合） 

県内営業所名及びその所在地 

 

令和６・７年度建設工事入札

参加資格名簿における電気工

事の格付け 

 

同名簿における電気工事の総

合点数 

 

実施予定施設数 307 施設中   施設程度 

その他特記事項  

２ 商号又は名称  

本店所在地  

（本店が県外の場合） 

県内営業所名及びその所在地 

 

令和６・７年度建設工事入札

参加資格名簿における電気工

事の格付け 

 

同名簿における電気工事の総

合点数 

 

実施予定施設数 307 施設中   施設程度 

その他特記事項  

３ 商号又は名称  

本店所在地  

（本店が県外の場合） 

県内営業所名及びその所在地 

 

令和６・７年度建設工事入札

参加資格名簿における電気工

事の格付け 

 

同名簿における電気工事の総

合点数 

 

実施予定施設数 307 施設中   施設程度 

その他特記事項  

 注 欄が不足する場合は、適宜用紙を追加すること（代表者の割印を押印すること。）。 
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様式第 10号 

 

 

応募辞退届 

 

 

令和 年 月 日 

 

兵庫県警察本部長 様 

 

 

 

 

 

令和８年度兵庫県警察施設照明 LED 化事業公募型プロポーザルについて、都

合により応募を辞退します。 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 

名 称 

代表者   
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誓 約 書 

 

 暴力団排除条例（平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排

除に協力するため、下記のとおり誓約する。 

 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと。 

 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成 23 年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する

暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

 

３ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、前記１又は２に

該当する者をその受託者としないこと。 

 

４ 前記１、２及び３に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の

措置について異議を述べないこと。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

   兵庫県警察本部長 様 

 

 

所  在  地 

 

会  社  名 

 

代表者職氏名 

 

電 話 番 号 

 

電 子 メ ー ル 
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令和８年度兵庫県警察施設照明LED化事業仕様書   

 

 

１ 業務の目的 

兵庫県警察所管施設の既存照明器具を賃貸借LED照明器具に交換し、消費電力の削減

に伴う温室効果ガスの排出量削減を図ることを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

本仕様書は、令和８年度兵庫県警察施設照明LED化事業に適用する。 

 

３ 適用規格及び参考規格 

   本仕様書において規定されていないものは、次の規格等を適用する。 

(1) JIS規格 

   JISC62504    一般照明用LED製品及び関連装置の用語及び定義 

   JISC7801     一般照明用光源の測光方法 

   JISC7550     ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

   JISC8105-1       照明器具―第１部：安全性要求事項通則 

   JISC8105-2-1   照明器具―第２‐１部：定着灯器具に関する安全性要求事項 

   JISC8105-2-2   照明器具―第２‐２部：埋込み形照明器具に関する安全性要求

事項 

   JISC8105-2-22  照明器具―第２‐22部：非常時用照明器具に関する安全性要求

事項 

   JISC8105-3    照明器具―第３部：性能要求事項通則 

   JISC8105-5    照明器具―第５部：配光測定方法 

   JISC8147-2-7   ランプ制御装置―第２‐７部：非常時照明用制御装置の個別要

求事項 

   JISC8147-2-13  ランプ制御装置―第２‐13部：直流又は交流電源用LEDモジュー

ル用制御装置の個別要求事項 

   JISC8152-1    照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法―第１部：LEDパ

ッケージ 

   JISC8152-2    照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法―第２部：LEDモ

ジュール及びLEDライトエンジン 

   JISC8152-3    照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法―第３部：光束 

維持率の測定方法 

   JISC8153     LEDモジュール用制御装置―性能要求事項 

   JISC8154     一般照明用LEDモジュール―安全仕様 

   JISC8155     一般照明用LEDモジュール―性能要求事項 

   注 選定する照明器具等は、原則、JIS規格で示している最低照度基準を満たすも

のとする。ただし、既設照明器具が照度基準を満たしていない場合は、兵庫県警

察本部（以下「発注者」という。）と協議し、決めることとする。 

(2) 電気用品安全法（PSE） 
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  日本国内電気用品安全法上の技術基準の内容に準拠するものとする。 

(3) JEL規格 

   JEL600 光源製品の正しい使い方と表示事項 

(4) JILMA規格  

   JLMA500 LED関連試験規格のJNLA認定記述基準 

(5) ガイドライン 

   ガイド005  照明製品製品アセスメントマニュアル 

   ガイド010 直管LEDランプ性能表示等のガイドライン 

   ガイドB011 高品質照明用LED光源の性能要求指針 

   ガイドA102 照明器具の銘板等の表示 

   ガイドA134 LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン 

 

４ 概要 

(1) 履行場所 

丹波篠山市郡家403番18 警察本部篠山留置施設ほか306施設（別表）  

(2) 賃貸借物品 

   ア LED照明器具本体及び付属品 

  イ その他、取付けに必要な資材 

(3) 数量及び設置場所  

施設別提案内訳書（様式第７号）のとおり 

(4) 契約期間 契約締結日から令和19年９月30日まで 

(5) 設置期限 令和９年９月30日 

    詳細は県警察担当職員と調整の上、決定すること。 

(6) 賃貸借期間 

   令和９年（2027年）10月１日から令和19年（2037年）９月30日 まで(120ヶ月、10

年間) 

(7) 事前調査 

受託候補者に選定された者は、工事に先立ち記載内容と現地との整合確認のため

に、必ず現地調査を実施すること。様式第７号に記載のデータは、主に担当職員によ

る記載であり、施設の現況と必ずしも一致する内容ではないことから、現地調査結果

に基づき現状の照明器具の仕様を含め様式第７号を更新し、更新箇所が簡易に分かる

ように書式等を変更の上、提出すること。  

なお、屋外掲示板、外灯等を始め、現地にある照明器具を本業務の対象とするた

め、詳細な現地調査を実施すること。ただし、様式第７号に含まれない照明について

は、数量、費用等で検討し、本契約には含めない場合がある。 

(8) 賃貸借期間満了時の取扱い 

    賃貸借期間が満了し、発注者が賃貸借料を完済したとき、本賃貸借物品の所有権は、 

受注者から発注者に帰属変更するものとする。 

(9) 図面の閲覧 

   様式第８号の番号１、４から16まで、18、21、22、24、27まで、30、33から36ま

で、38から42まで、44から51まで、55から57まで、59から67まで、69から78まで、
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80、81、84から88まで、90から97まで、102から112まで、114、115、117から119ま

で、121から128まで、130から167まで、169から179まで、181、184から191まで、

193、195から203まで、205から239まで、241、242、244から249まで、251から289ま

で、291、293から296まで及び298から307までの施設は、警察本部本館で竣工時の完

成図の閲覧は可能とし、前記に番号の記載がない施設及び前記図面で不足する図面

は、施設管理者が完成図を保有する場合、閲覧できるように対応するが、保有してい

ない場合もある。その場合は、現地調査を行うものとする。 

       

５ 照明器具（物品）仕様 

(1) 共通 

ア 照明器具は、様式第７号に示す既設器具と同等以上の性能及び機能を持つLED照

明器具を調達すること。 

なお、LED照明器具への交換方式は、原則器具交換とすること。ただし、意匠に

配慮した特殊な照明器具など同型の照明器具が市販されていない器具及び様式第７

号に留置仕様と記載がある器具で交換が困難な照明器具については、詳細な現地調

査を行い、既設器具内部を撤去した上で市販器具を器具内に設置する方法での交換

を検討し、当該交換方法ができない場合はランプ交換を可とする。 

イ 使用する全てのLED照明器具は、 JIL規格JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベ

ースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」全てに登録対応器種を持つメーカ

ーの製品とすること （公共施設用照明器具に器種設定のない種類のLED照明につい

ても、同様とすること。）。 

なお、当該器具は、原則としてグリーン購入法適合品とし、その証明書類を様式

第７号の建物名の施設を管理する者（以下「施設管理者」という。）に提出するこ

と。 

ウ 光源（LED）寿命は、40,000時間以上の製品とすること。 

エ 非常用照明兼用器具を取り替える際は、既設照明器具と同等の照明器具を選定す

ること。 

なお、非常用照明を別設置とする場合は、現状と同等の非常用照明を天井構造に

応じて設置すること。 

オ  交換する賃貸借物品は、既設の建物に配慮して天井等建物の補修を必要としない

器具を選定し、契約後、設置工事前までに納入仕様書（機器図面等）を提出の上、

施設管理者の承諾を得ること。 

カ 既設照明器具が調光等を行っている場合は、同機能及び性能を有する器具を選定

すること。 

なお、器具交換に伴い、既設の調光装置の更新等附帯工事が発生する場合は、施

設管理者に対応を協議すること。 

キ 原則として、各室等の照度及び色温度は、既設照明器具と同等程度の器具を選定

すること。 

ク 既設照明器具が特殊な高演色性ランプ等を使用している場合は、施設管理者と協

議の上、仕様を決定すること。 

ケ 屋外、湿気、腐食性ガス等がある場所に設置する照明器具は、防水性、耐水性、
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耐候性、耐食性等を十分有するものを選定するものとし、施工においても設置環境

に配慮したものとすること。 

コ LED光源によってまぶしさや不快感（グレア等）を与えないものを選定すること。 

サ 交換する照明器具には全て賃貸借物品であることをシール等で表示すること。 

シ 既設天井材にアスベスト含有の可能性があるため、可能な限り天井材の改修工事

を伴わない照明器具を選定すること。 

ス 直付け照明器具を更新する場合は、既設照明器具の取付跡が見えないよう器具選

定等により可能な限り配慮すること。 

セ 様式第７号に留置仕様と記載がある箇所については、施設管理者と協議の上、仕様

を決定し、施工すること。 

ソ 対象施設の中で、住居（様式第７号の住居欄に〇印を記載するものを含む。）とし

て使用されている施設の引っ掛けシーリング（ローゼット)及びＥ口金のランプの照

明器具に関しては、施工対象外とする。 

また、既設が直付けのシーリング器具の場合は、引っ掛けシーリングに改修し器具

を設置すること。 

(2) LED一体型ベースライト 

ア ライトユニットが取り外し可能なものとすること。 

イ 非常用照明兼用型器具を取り替える際は、原則、同等性能の LED非常用照明兼用型

器具を設置すること。ただし、協議により同等性能の LED一体型ベースライト及び非

常用照明器具を別々に設置する方法も可能とする。 

(3) 高天井用照明器具 

   ア 光源（LED）寿命は、60,000時間以上（光束維持率85％以上）の製品とする。 

  イ 照明器具は、電源内蔵型とすること。 

  ウ 照明器具には、ワイヤー等で落下防止措置を講じること。 

 エ 専用の取付金具等が必要な照明器具については、専用金具を使用すること。 

  オ 電動昇降装置（リフター）付きの場合は、原則、電動昇降装置は撤去、電動昇降

装置用の配管・配線及び操作盤は既設のままとする。 

なお、安全対策は実施すること。 

(4) ダウンライト 

 ア 配光特性は、既設照明器具と同等とすること。 

  イ 傾斜天井仕上部に設置する場合は、専用器具を選定すること。 

なお、これにより難い場合は、施設管理者と協議の上、仕様を決定すること。 

(5) 防災照明器具 

  ア 建築基準法及び消防法の仕様を満足する製品とすること。 

イ 誘導灯の光源（LED）の寿命は60,000時間以上とすること。 

ウ 電源（電源別置型、電源内蔵型）は既設に合わせること。 

エ 届出、申請が必要な行政機関（所轄の消防署等）については、改修に伴う届出、

申請を行うこと。その際、改善等を指摘された場合は、別途施設管理者と協議する

こと。 

  オ 点検用のリモコンは法定点検に必要な台数を納入すること。 

(6) 投光器、屋外ポール照明器具 
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    ア LED電源装置については、器具内蔵型、器具分離型の種類は問わないものとす

る。ただし、使用しない既存安定器等は、原則撤去処分とすること。 

  イ 専用の取付金具等が必要な照明器具については、専用金具を使用すること。 

 ウ 新設照明器具が、既設ポール等にそのままでは設置できない場合は、ポール取付

用金具、アダプタ等を使用して取り付けること。 

(7) その他LED照明機器、ランプ 

様式第７号記載の既存照明と同等以上の性能及び機能を有する製品とすること。 

(8) 設置予定物品の規格確認 

    受託候補者は、既設照明器具の調査を実施し、契約までに施設管理者に更新後の様

式第７号を提出し、その承諾を得なければならない。 

 

６ 工事仕様 

(1) 着工前 

ア 受注者は、設置作業の着工前に既設器具の取付方法・状態等を現地調査の上、施

工計画（実施工程表、作業体制表、安全管理計画、現場代理人届等）を提出し、承

諾を得なければならない（様式については任意とする。）。 

イ 設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。 

なお、調査等において仕様書との相違（数量、仕様等）があった場合は、修正し

た様式第７号を速やかに施設管理者に提出し、協議するものとする。 

ウ 停電を要する作業が発生する場合は、影響範囲、停電日時、仮設対応等を示した

計画書を施設管理者に提出し、承諾を得なければならない。 

エ 設置作業に使用する照明器具、付属品、雑材料は全て新品とする（ただし、仮設

材は、再使用品でも可とする。）。 

オ 工事期間中は、火災保険又はそれに代わる請負賠償責任保険等に加入し証書の写

しを施設管理者に提出するものとする。 

カ 施設側の予定を確認し、各室の作業日、作業時間等について、詳細に施設管理者

と調整すること。 

キ 既設照明器具の色温度を確認し、既設同等とするのか、変更するのか等、施設管

理者と協議の上決定すること。 

ク 既設天井ボードに開口を開ける必要がある場合は、受注者の負担によりアスベス

ト含有調査を行い、有無等について施設管理者に結果を報告するものとする。受注

者はアスベスト含有調査結果に基づいて、関連法令に準拠し適切に施工すること。

ただし、アスベストを含有していないことが既に明らかな場合には、この限りでは

ない。 

  また、アスベス分析に係る費用の参考として、別表に費用を記載し、応募図書に

加えて提出すること。 

ケ 誘導灯及び非常用照明器具の更新に際しては、現行法令に適合させるとともに、

必要に応じて所管官公庁と協議の上器具を選定すること。 

(2) 仮設工事 

ア 設置作業において、仮設足場を設置する必要がある場所については、設置した足

場により施設運営上の支障がないよう設置し、後片付け、清掃等を行うこと。 
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イ 工事作業員の車や資材搬入、廃棄物の搬出等の運搬車の経路及び駐車位置につい

て、場所、時間等を仮設計画書にて施設管理者に提出し、承諾を得なければならな

い。 

ウ 受注者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、労働安全衛生

規則に基づき墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止する

ための措置を講じること。 

エ 受注者は、既設床、机、椅子、書棚等に傷等をつけないように、シート合板・ゴ

ムマット・ブルーシートなどで養生を行うこと。 

また、机の上の養生を行うと共に現場建物等に損傷を与えることのないように十

分に注意すること。 

なお、万一損傷させた場合は、受注者の責任及び費用負担において補修又は復旧

を行うこと。 

オ  工事に係る器具等の保管場所については、施設管理者と協議すること。 

カ 作業に係る貴重品等の移設、養生については、事前に施設管理者と協議すること。 

キ 作業中は粉じんの飛散に十分留意し、適切に養生を行い、作業終了後には清掃を

行うこと。 

(3) 設置工事 

ア 受注者は、既設機器を取り外した後、賃貸借物品を設置し、即日点灯させるもの

とする。 

イ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲と

して実施するものとする。 

ウ 必要に応じて、工事エリアに限らず、通路及び資材置場の各部養生を行うこと。 

エ 工事中は施設利用者や施設職員に対して、作業方法、作業日程について十分な安

全対策を施設運営上の支障がないようにすること。 

オ 設置作業に当たっての安全管理については、施設管理者と打合せを行い 、受注

者の負担で安全確保に必要な措置を講じること 。 

カ 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がな

いことを確認し、試験成績書及び写真にまとめ、施設管理者に報告すること。 

なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工

事編）最新版／国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修（以下「改修仕様書」とい

う。）表2.19.2の制御機器等が接続されている場合を適用する。 

キ ５の(1)のアのただし書き該当によるランプ交換については、一般社団法人日本照

明工業会が発行する「蛍光灯器具に取り付けできる直管LEDランプの使用・照明器具

改造に関する注意点」に準じて施工し、設置における安全性の確認を行うこと。 

ク 照明器具（ランプのみ交換含む。）交換後、照明器具への表示及び記録を行うこと。 

(ｱ) 照明器具への表示 

原則、次のとおり表示することとするが、状況によっては発注者と協議の上、

表示項目を決めることとする。 

ａ 事業名 

    ｂ 受注者名（施工者名） 

        ｃ 器具の改造等の有無について 
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   (ｲ) 交換の記録 

ａ 工事状況写真 

ｂ 照明プロット図、その他必要なもの 

ケ 照明器具の支持については既設支持材の再利用を原則とするが、既設吊ボルト、

取付ボルトなどの既設流用材料が劣化によって再使用に十分耐えうるものではない

場合又は、賃貸人の負担により支持材の更新を行うものとする。既設支持材がない

場合又は提案で新たに吊ボルト等による支持が必要な器具を選定する場合には、吊

ボルト等を新設することを前提とするが、施工が難しい場合は施設管理者と協議す

ることとし、安全に配慮した施工方法で取付けを行うこと。 

  なお、警察施設の既設照明器具は、公共建築工事標準仕様書（電気設備編）／国

土交通省大臣官房 官庁営繕部監修（以下「標準仕様書」という。）に基づき吊ボ

ルト等が施工されているものとする。 

コ 既設照明器具へ接続されている電線・ケーブル等に絶縁不良などの不具合が発生

している場合で、軽微な不具合の場合は、当該部分を更新するなど受注者側で対応

することとする。軽微な不具合でない場合は、施設管理者に協議の上、対応を検討

することとする。 

サ 既設埋込型照明器具と交換予定の新設埋込型照明器具の開口が異なる場合は、リ

ニューアルプレート等で対応すること。 

シ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲と

して実施するものとする。 

ス 設置作業完了後、完成図書（完成図、機器完成図、写真、設置機器一覧、設置機

器図面等）を発注者が指定する日までに提出するものとする。 

なお、完成図書は、全施設掲載の図書と施設ごとの図書を各１部及びデータで提

出するものとする。 

セ 本仕様書に記載のない事項については、改修仕様書によるものとする。 

ソ 設置作業に関して本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、施設管理者と

協議するものとする。 

タ  設置工事中に発生した事故については、受注者の責任及び費用負担で対応するこ

と。  

チ  受注者は、既設の照明器具等を撤去し、撤去した照明器具等は関係法令に基づき

適切な処分（水銀リサイクル等を含む。）を行うこと。 

なお、撤去された照明器具等の発生材の処理については、全て、施設外に搬出し、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号)、再生資源の

利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）、廃棄物の処理及び清掃に関 

する法律（昭和45年法律第137号)、その他関係法令に従い適切に処理することとし、 

検査においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等を確認することとする。 

また、全数についてPCB含有の有無を確認することとし、PCB含有廃棄物の可能性

のあるものを発見した場合は速やかに施設管理者に連絡すること。 

なお、PCB 含有廃棄物が出てきた場合は、型式等の一覧表の作成、計量及び写真

撮影を行った後、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）指定容器（200Ｌ鋼製

オープンヘッドドラム缶又は20Ｌ鋼製ペール缶）に収納の上、施設内の施設管理者
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が別途指定する場所へ保管することとする。 

ツ 既設照明器具に接地工事が施されていない場合は、原則として付近の分電盤、照

明器具、コンセント等から、更新後の照明器具及び設置環境に合わせた接地工事を

行うこととする。ただし、改修仕様書に基づき、接地工事を省略できる場合は、接

地工事は不要である。 

  なお、警察施設の既設照明器具は、原則、標準仕様書に基づく接地工事が施工さ

れているものとする。 

テ 更新作業の前後において、作業前後で照度測定を行い、照度測定結果及び写真に

まとめ、施設管理者に報告すること。 

ト  整備に当たり、各種法令を遵守すること。 

 

７ 物品の保守等 

(1) 賃貸借期間中、賃貸借物品が正常に点灯するよう維持管理を行うものとし、機器の

不具合による物品の取替え、代替え、修理等（交換作業費含む。）に要する費用は受

注者の負担とする。ただし、防災照明（誘導灯及び非常用照明）に内蔵の蓄電池につ

いては、通常使用による劣化に伴う取替えは発注者の負担とする。 

(2) 賃貸借期間中に消灯その他の不具合（以下「消灯等」という。）が発生した場合は、 

迅速かつ適切に物品の取替え、代替え、修理等を行うものとし、消灯等の原因が、落

雷等の機器の不具合に因らない場合は、発注者は、受注者が付保する動産総合保険の

範囲内で、支払いを免れることができるものとする。 

なお、動産総合保険の付保範囲外の費用負担については、別途協議するものとする。 

(3) 設置作業終了後、消灯等が発生した時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出

するものとする。 

 

８ 物品の移動等 

(1) 施設管理者が照明器具の設置個所を変更するときは、施設管理者の責において物品

の取り外し、設置・調整を行うものとする。 

(2) 前記(1) に当たり、受注者は機器の取り外し、設置・調整に必要な情報を発注者に

提供するものとする。 

(3) 変更後の機器は、引き続き受注者が管理するものとする。 

 

９  維持管理 

(1) 受注者は、灯具の設置後から賃貸借期間終了までの間、LED 照明灯が正常な状態で

使用できるよう維持管理をすること。 

   (2) 賃貸借期間中の不点灯及び照度低下（基準値以下）、原因不明の不具合等は、受注

者の責任及び費用負担において、速やかに交換又は補修を行い正常な状態を保つこと

とする。 

(3) 受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間、保険（動産総合保険等）

に加入し、落雷、暴風雨などにより機器に不具合が発生した場合、速やかに修繕・ 

交換等の処置を行うこととする。 

(4)  受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間の維持管理について、緊
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急連絡先を記載した保守管理体制表を発注者に書面で届け出ること。 

なお、保守管理体制に変更が生じた場合は、速やかに発注者へ届け出ること。 

 

10  賃貸借契約について 

(1) 事業形態 

LED照明灯の灯具取替工事及び維持管理を含めた包括的賃貸借契約 

(2) 賃貸借期間 

賃貸借期間は令和９年10月１日から令和19年９月30日までとする。 

(3) 賃貸借料支払い条件 

月ごとの支払いとし、また、請求書受理後30日以内に賃貸借料を支払うものとする。 

(4) 賃貸借契約に含まれる事項 

次の内容は賃貸借料に含めるものとする。 

ア LED照明灯設置に必要な付属品一式 

イ LED照明灯取替工事に係る工事費 

ウ 既存照明灯等の処分費用 

エ 賃貸借金利及び保険費用（動産総合保険、損害賠償保険等） 

オ 維持管理費用（部品交換、緊急修理、不点灯時の対応等） 

 

11  提出書類 

  受注者は次の書類を発注者に提出すること。   

番号 提出書類 提出時期 

(1) 様式第７号（更新分）（設置前・設置後の消費電力を記載

のこと。） 

契約前 

(2) 契約金額の内訳明細書・対象施設別の内訳明細書 契約前 

(3) 施工計画書 施工前 

(4) 実施工程表 施工前 

(5) 緊急連絡先名簿 施工前 

(6) 納入仕様書 施工前 

(7) 完成図面 施工後 

(8) 各種試験成績書 施工後 

(9) 機器完成図 施工後 

(10) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 発行され次

第 

(11) 設置機器リスト（設置前・設置後の消費電力を記載のこ

と。） 

施工後 

(12) 保守管理体制表 施工後 

(13) 打合せ記録簿その他発注者が必要と認める書類 随時 

 

12 発注者と受注者の責任分担 

(1) 予想されるリスクと責任分担 



27 

 

発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」

によることとする。 

なお、受注者が責任を負うべき事項で、発注者が責任を負うべき合理的な理由があ

るものや現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行うものとす

る。 

(2) 事業継続が困難になった場合における措置 

事業継続が困難になった場合における措置については、賃貸借契約において定める。 

 

表 予想されるリスクと責任分担 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

共 

通 

本仕様書の誤り 本仕様書の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇   

安全性の確保 設置作業・物品の保守における安全性の確保   〇 

環境の保全 設置作業・物品の保守における環境の保全   〇 

保険 
設置作業における履行保証保険及び賃貸借物品 

の保守期間のリスク保証する保険 
  〇 

制度の変更 法令・税制の変更に関するもの 〇 〇 

事業の中止・延

期 

発注者の指示によるもの 〇   

周辺住民等の反対による事業の中止・延期 〇 〇 

設置作業に必要な許可等の取得遅延によるもの   〇 

発注者の不注意等による設置作業許可等の遅延 

によるもの 
〇   

受注者の事業放棄・破綻によるもの   〇 

設 

置 

段 

階 

第三者賠償 設置作業における第三者への損害賠償   〇 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 〇 〇 

用地の確保 資材置場の確保 〇 〇 

立入許可 必要な施設への立入許可 〇   

設計変更 
発注者の提示条件、指示の不備によるもの 〇   

受注者の指示・判断の不備によるもの   〇 

作業遅延・未完

工 

発注者の責による設置の遅延・未完工による引 

渡しの延期 
〇   

受注者の責による設置の遅延・未完工による引 

渡しの延期 
  〇 

作業費増大 
発注者の指示・承諾による作業費の増大 〇   

受注者の判断の不備によるもの   〇 

性能 仕様不適合（施工不良を含む。）   〇 

一時的損害 引渡し前に設置物に関して生じた障害   〇 
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引渡し前の設置作業に起因し施設に生じた障害   〇 

支 

払 

関 

係 

金利の変動 金利の変動   〇 

支払遅延・不能 
発注者の責による支払いの遅延・不能によるも

の 
〇   

維 

持 

管 

理 

関 

係 

第三者賠償 維持管理における第三者への損害賠償   〇 

計画変更 
用途の変更等、発注者の責による事業内容 〇   

受注者が必要と考える計画変更   〇 

改修作業 
発注者の都合による改修作業等に起因する賃貸 

借物品及び保守対象 
〇   

立入許可 必要な施設への立入許可 〇   

維持管理費の上

昇 
受注者の責による維持管理費用の増大   〇 

機器等の損傷 
発注者の過失又は発注者の所有施設に起因する

賃貸借物品及び保守対象の損傷 
〇   

機器等の損傷所

有施設損傷 

受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品及び 

保守対象の損傷 
  〇 

受注者の故意・過失又は賃貸借物品及び保守対 

象に起因する発注者の所有施設・設備の損傷 
  〇 

所有施設損傷 

不可抗力 

不可抗力以外のその他の原因による発注者の施 

設・設備の損傷 
〇   

所有施設損傷 

不可抗力 

火災・天災・戦争等の不可抗力による発注者の 

施設の損傷 
〇   

不可抗力 

性能 

火災・天災・戦争等の不可抗力による賃貸借物 

品の損傷 
〇 〇 

保 

証 

関 

連 

性能 

仕様不適合（施工不良を含む。）   〇 

仕様不適合による所有施設・設備への損害、発

注者の施設運営・業務への障害 
  〇 

 

13 その他、特記 

(1) 賃貸借期間の開始は、全ての器具が設置完了し、完了検査合格後の令和９年10月１

日とするが、受注者は、器具の仮使用として、設置した箇所から順次、使用を認める

ものとする。 

なお、仮使用期間中に消灯等が発生した場合は、その原因が機器の不具合によると

きにのみ、受注者の負担で物品の取替え、代替え、修理等（交換作業費含む。）を行

うものとする。 
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(2) 設置する照明器具は、器具の製造上の欠陥があった場合の対応リスクを減らす観点

等から、複数の製造企業の製品を組み合わせることも可とする。 

(3) LED照明器具の設置に伴う配線、器具の設置・保守、所管官公庁への届出、打合せ

時の記録作成等、LED照明器具設置に関する全ての経費が契約金額（賃貸料）に含ま

れることとする。 

(4) 地域経済の活性化や発展等に資することを踏まえ、県内に本店を有する者を優先的

に工事発注（下請）先等に選定すること。 

(5) この仕様書の定めにない事項については、発注者・受注者双方協議の上、決定する

ものとする。 
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仕様書６の(1)のクの別表 

 

アスベスト分析に係る費用 

費用 条件 当たり 単価（円） 

採取費 脚立作業 １か所  

 ローリングタワー（４段）使用 １基  

 高所作業車使用 １台  

分析費  １検体  
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